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「令和８年４月より、技能教習のキャンセル料金を徴収します。」 

 

◆ 令和８年４月より、予約した技能教習を当日にキャンセルしたときは、キ

ャンセル料金（１時限分）を徴収します。 

 

〇 全額徴収 ⇒ 連絡なしや遅刻により、予約した技能教習（１時限）が実

施できなくなった（現実的にキャンセルとなった）とき。 

〇 半額徴収 ⇒ 個人の都合（連絡あり）により、予約した技能教習（１時

限）をキャンセルしたとき。 

※ ただし、当日のキャンセルであっても、やむを得ない理由（体調不良や伝

染性疾患など）により、教習開始時刻の２時間前までに連絡のうえキャン

セルしたときは、徴収しません。 

 

 

 

◆ キャンセル料金について 

技能教習は、教習生の皆さんの予約に基づき、指導員の配置や配車計画な

ど様々な準備をしたうえで実施していますが、当日のキャンセルでは、こう

した予定を変更することができません。また、その時間を希望していた他の

教習生にも迷惑がかかることになります。 

キャンセル料金の徴収は、お金をいただくことが目的ではなく（前日まで

のキャンセルは無料）、教習生の皆さんや自動車教習所の限られた時間を大

切にするための取り組みですので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 



 

 

◆ キャンセル料金（税込）の金額 

 〇 全額徴収 ⇒ 技能教習料金（１時限）の全額 

免 許 区 分 キャンセル料金 

普通自動車（第一種） ５，５００円 

普通自動車（第二種） ６，１６０円 

準中型自動車 ６，３８０円 

中型自動車 ６，８２０円 

大型特殊自動車 ７，３７０円 

小型自動二輪車 ５，１７０円 

普通自動二輪車 ５，１７０円 

大型自動二輪車 ５，６１０円 

 〇 半額徴収 ⇒ 技能教習料金（１時限）の半額 

免 許 区 分 キャンセル料金 

普通自動車（第一種） ２，７５０円 

普通自動車（第二種） ３，０８０円 

準中型自動車 ３，１９０円 

中型自動車 ３，４１０円 

大型特殊自動車 ３，６８５円 

小型自動二輪車 ２，５８５円 

普通自動二輪車 ２，５８５円 

大型自動二輪車 ２，８０５円 

 

 


